
１ 事前準備

（１）事前に準備していただくもの
（２）ｅ-Ｔａｘの準備
① 開始届出書の提出
② ｅ-Ｔａｘソフト(共通プログラム)のダウンロード
③ ｅ-Ｔａｘソフト(税目プログラム)のダウンロード

（３）利用者ファイルの作成
（４）電子証明書の登録
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（１）事前に準備していただくもの
○ 電子証明書

e-Taxで申告手続等を行う場合には、本人確認をするため、申告等データに電子署名を付与して送信していただくこととしています。地方公共団
体においては、地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）の職責証明書（ＩＣカードに格納）を取得する必要があります（自治体の長が代表者である場合
は、自治体の長の職責証明書が必要になります。）。 e-Taxで使用できる電子証明書は、電子署名法の特定認証業務の認定を経た上で、政府認証
基盤（GPKI）のブリッジ認証局と相互認証を行っている認証局が作成した電子証明書等のうち、 e-Taxで使用可能であることが確認されたものです。
詳しくは証明書発行申請先である当地方公共団体の「登録分局」若しくは、証明書の発行を行う「認証局」を運営する「地方公共団体情報システム機
構」へご確認ください。

・ e-Taxで利用できる電子証明書
https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2.htm

○ ICカードリーダライタ

e-Taxで作成された申告等データに電子署名を付すため、事前にICカードリーダライタを準備する必要があります。

なお、ICカードリーダライタのセットアップについては、地方公共団体向けに提供されているLGWAN用ICカード読取装置ドライバソフトウェア媒体
セットとLGWAN用ICカードドライバソフトウェア媒体セットをご用意いただき、それぞれの媒体に梱包されているソフトウェアインストール操作手順書に
従ってインストールを実施してください。

おって、ｅ-Taxソフト連携の関係上、ICカードドライバは少なくともA20版(ｘｘｘｘｘｘｘｘ A20)以降(B00版以降を含みます。)のバージョンをご利用くださ
い。

ご利用のICカードに対応したICカードドライバが端末にインストールされているかご確認ください。例えば、ご利用のICカードがタレス社製の場合、
LGPKI組織認証局R2(タレス)を利用するためには、地方公共団体認証基盤(LGPKI)(第４世代)発行のICカード自体のドライバが必要です。ご利用の
ICカードが地方公共団体認証基盤(LGPKI)(第４世代)でないICカードドライバー(地方公共団体認証基盤(LGPKI)第3世代以前のICカードドライバや、
ペンティオではなく三菱のICカードドライバ等)をインストールしていると、正しくICカードが読めません。

○ 利用者識別番号と暗証番号

e-Taxにログインするため、事前に税務署長へ「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」（以下「開始届出書」といいます。）を提出し、 利用者識
別番号と暗証番号の通知を受ける必要があります。
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LGWANからの
①開始届出書の提出
②e-Taxソフトのダウンロード はこちらから！（２）e-Taxの準備

2

①
②



① 開始届出書の提出

「ｅ-Ｔａｘの開始（変更等）届出書

作成・提出コーナーへ」をクリック
します。
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③インストールが完了したら「届出書の選択へ」を
クリックします。

④「開始届出（初めての方）」をクリックします。
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①利用規約及び利用環境を確認します。

②「ルート証明書インストーラのダウンロー
ド（ｅｘｅ形式）」をクリックしてダウンロードし
ます。
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(参考) インターネットの場合

「e-Taxの開始（変更等）届出書作成・提出
コーナー」をクリックします。



①「次へ⇒」を、クリックします。

③必要事項の入力が完了したら、「次へ⇒」をクリックします。
6

「地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事
業とみなし」ますので、各特別会計毎に開始届出（法人用）を作成し提出する必要があります。

②必要事項を入力します。
※「組織名称（株式会社等）」は、「その他」を選択。
※「法人名称」は〇〇市、「支店等名称」は特別会計の名称を入力。



7

①代表者情報を入力し
「次へ⇒」をクリックします。

②本店（市）の情報を入
力し「次へ⇒」をクリックし
ます。

③今後、e-Taxを利用する際の暗証番号

（パスワード）などの各項目を入力し「確
認」をクリックします。



①既に、当該特別会計でe-Taxを

利用していない場合は、「ＯＫ」を
クリックします。
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③「利用者識別番号等の通知」画
面が表示されます。利用者識別
番号を忘れることのないよう画面
を電子ファイルや印刷等をブラウ
ザメニューから実施してください。
※当該届出が正常に受信された場合
には、その旨の通知（受信通知）が利
用者のメッセージボックスに格納され
ますのでご確認ください。

xxxxxxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

②入力内容に誤りがないか確認し、
「送信」をクリックします。
※なお、この画面は、「送信」クリック後に
は再度表示することはできませんので、
必要に応じてスクリーンショット等「保存」
を行ってください。



【ポップアップブロックの許可サイトへの登録手順（手動）】
①Microsoft Edgeを立ち上げてブラウザ上部のメニュー内の「その他ツール」に
カーソルを合わせます。

②「その他ツール」メニューが開きますので、「インターネットオプション」をクリックし
ます。

③「インターネットのプロパティ」画面が開きますので、画面上部の「プライバシー」タ
ブをクリックします。
④「プライバシー」タブ内の、ポップアップブロックの「設定」をクリックします。
⑤「ポップアップブロックの設定」ウィンドウが開きますので、「許可するWebサイトの
アドレス」の下の入力フォームに以下のURLを入力し、「追加」をクリックします。
⑥以下の2つのURLについて操作を繰り返していただき、全てのURLを追加します。
・ https://kaishi.e-tax.nta.hq.admix.go.jp
・ https://uketsuke.e-tax.nta.hq.admix.go.jp
⑦「許可されたサイト」に登録したURLが表示されていることを確認し、「閉じる」をク
リックしてください。
⑧「インターネットのプロパティ」画面に戻りますので、「OK」をクリックしてください。

② ｅ-Ｔａｘソフト(共通プログラム)のダウンロード

「信頼済みサイト」及び「ポップアップブ
ロックの許可サイト」の登録が必要な場合
はそれぞれの手続を確認の上、サイトの登
録をします。
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【信頼済みサイトの登録手順（手動）】
①Microsoft Edgeを立ち上げて、ブラウザ上部のメニュー内の「その他ツール」にカーソルを
合わせます。
②「その他ツール」メニューが開きますので、「インターネットオプション」をクリックします。

③「インターネットのプロパティ」画面が開きますので、画面上部の「セキュリティ」タブをクリッ
クします。
④「セキュリティ」タブ内の「信頼済みサイト」をクリックします。
⑤信頼済みサイトのセキュリティゾーンが初期設定であることを確認します。

⑥セキュリティゾーンが初期設定から変更されている場合は、「規定のレベル」ボタンがク
リック可能となっているため、クリックして初期設定に戻します。

⑦「規定のレベル」ボタンがクリックできない場合は、すでに初期設定であるため、次の手順
を行います。
⑧「セキュリティ」タブ内の「サイト」をクリックします。
⑨「信頼済みサイト」ウィンドウが開きますので、「このWebサイトをゾーンに追加する」の下
の入力フォームに以下のURLを入力し、「追加」をクリックします。
⑩以下の2つのURLについて操作を繰り返していただき、全てのURLを追加します。
・ https://uketsuke.e-tax.nta.hq.admix.go.jp/
・ https://kaishi.e-tax.nta.hq.admix.go.jp/

⑪「Webサイト」に登録したURLが表示されていることを確認し「閉じる」をクリックしてください。
⑫「インターネットのプロパティ」画面に戻りますので、「OK」をクリックしてください。

https://kaishi.e-tax.nta.hq.admix.go.jp/
https://uketsuke.e-tax.nta.hq.admix.go.jp/
https://uketsuke.e-tax.nta.hq.admix.go.jp/
https://kaishi.e-tax.nta.hq.admix.go.jp/


②「ｅ-Ｔａｘソフト（共通プログラム）インストーラのダウン

ロード（ｅｘｅ形式）」をクリックし、共通プログラムのインス
トールを行います。

③ｅ-Ｔａｘソフト（共通プログラム）のインストールが完了すると、「バージョン
アッププログラム接続確認」画面が表示されるので、「ＯＫ」をクリックします。
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①「ｅ-Ｔａｘソフトダウンロードコーナー」をク
リックします。
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(参考) インターネットの場合
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「ルート証明書・中間証明書インストーラ（ｅｘｅ形
式）」をクリックしてダウンロードします。
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信頼済みサイト及びポップアップブロックの登録が必
要な場合は「信頼済みサイト登録ツール（exe形式）」を
クリックしダウンロードします。

「ｅ-Ｔａｘソフト（共通プログラム）のインストーラ（ｅｘｅ

形式）」をクリックし、共通プログラムのインストール
を行います。



②「追加インストール」画面では、インストールする手続き項目に
チェックを付して「インストール」をクリックし、税目プログラムのイン
ストールを行います。
（注）利用しない税目をインストールすると、次回以降のアップデート回数や
時間が掛かる場合があります。

〔具体例〕
※１ 消費税申告書を作成する場合には … 「申告」 ⇒ 「消費税」 ⇒ 「令和●年●月●日以後終了課税期間分」 にチェック
※２ 法定調書を作成する場合には … 「申請」 ⇒ 「法定調書関係」 にチェック

①「追加インストール」をクリッ
クします。

③ ｅ-Ｔａｘソフト(税目プログラム)のダウンロード
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（３）利用者ファイルの作成

①メニューボタンの「利
用者選択」から「利用者
ファイルの新規作成」を
選択します。
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ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ

②「マイナンバーカードを利用しな
い」にチェックを入れ、「次へ」をク
リックします。

②利用者識別番号（９ページ参照）と利用者名（申
告書等に記載する法人名称）を入力します。

③「保存」をクリックします。



②「保存」をクリックします。

①必要に応じて、ファイル名（任意の名称）を入力します。
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（４）電子証明書の登録
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メニューボタンの「利用者情報登録」から「電子証明書登録・更新」
をクリックして、画面に沿って電子証明書の登録作業をします。
※ パソコンにICカードリーダライタを接続してICカードをセットしてください。



②入力後「次へ」をクリックします。

①画面に沿って入力します。
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XXXX XXXX XXXX XXXX



②「次へ」をクリックします。

①ご利用になる電子証明書のメディアを選択してください。
例）
LGPKI組織認証局R2(タレス)
「ＩＣカードを利用」にチェックが入っていることを確認します。
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②「次へ」をクリックします。
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①ご利用されているICカード又はUSBトークンに合致し
た認証局サービス名を選択します。

・LGPKI組織認証局R2（三菱Standard-9）
→第４次LGPKI（三菱社製）
・LGPKI組織認証局R2（タレス ID Prime930）
→第４次LGPKI（タレス社製）
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電子証明書（職責証明書）の署名用のPIN（パス
ワード）を入力し、「OK」をクリックします。



「ＯＫ」をクリックします。

※電子証明書（職責証明書）の証明内容（特に有効期間）を確認してください。
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①「利用者識別番号と暗証番号によるログイン」を選択、
表示されている「利用者識別番号」を確認、開始届出書
の送信時に設定した「暗証番号（パスワード）」（９ページ、
１０ページ参照）を入力します。

②「OK」をクリックします。

XXXX XXXX XXXX XXXX
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xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx/xx/xx xx:xx:xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

※データ送信後、「即時通知（電子証明書）」画
面が表示されます。この画面は一旦閉じると再
度表示することはできませんので、必要に応じ
て「保存」又は「印刷」してください。

エラー情報等の表示がないか確認をし、
「受信通知表示」をクリックしてください。
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xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx/xx/xx xx:xx:xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

①エラー情報等の表示がないか確認をし
てください。
※エラーがある場合は、正常に受付られておりま
せんので、エラー内容を確認してください。

②「×」をクリックして、ウィンドウ画面を閉じ
てください。


